
ちがいをちからに変える
人財活躍支援 アクションプラン

進捗報告
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（目標１）
取得率

5日以上取得割合

90.6%81.2%78.9%68.8%74.1%（目標２）

103.1%59.3%57.8%44.6%11.4％（目標３）

66.7%63.9%68.1%59.3%48.6%（目標４）

次世代育成支援計画における目標
（目標１）
子どもの出生時における男性職員の「出産支援休暇」の取得率を１００％にします。
また、「出産支援休暇」は職員一人当たり５日以上の取得を目指します。

（目標２）
子どもの出生時における男性職員の５日以上の連続休暇の取得率を８０％以上にします。

（目標３）
（令和3年度・令和4年度）
３歳に満たない子を養育している男性職員の育児休業又は部分休業の取得率を１３％以上にします。

（令和5年度～令和7年度）
男性職員の2週間以上の育児休業取得率を85%以上にします。
※ 出生した年度と育児休業の取得年度が異なる者がいると、100％を超える場合があります。

（目標４）
年間１５日以上の年次有給休暇を取得している職員の割合を８０％以上にします。

女性活躍推進計画における目標
（目標１）
令和７年度までに管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を、令和２年度実績(２０％）より

１０％引き上げ、３０％以上にします。

（目標２）
令和７年度までに事務・技術職における係⾧職以上の女性職員の割合を、令和２年度実績(３０％）

を１０％引き上げ４０％以上にします。

障がい者活躍推進計画における目標
（目標１）
障がいのある人を対象とした常勤職員及び会計年度任用職員の採用を積極的に実施し、早期の法定

雇用率充足を目指します。

（目標２）
職場の受入体制や執務環境等の整備が不十分であることによる離職を生じさせないことを目指し、常勤

職員の採用後１年の定着率１００％を維持し続けます。

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度

26.8%26.0%20.4%21.0%21.4％（目標１）

34.2%32.5%31.8%33.4%28.8%（目標２）

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度

2.78％2.76％2.64％2.44%2.09%（目標１）
法定雇用率 2.8%

100％100％100%100%100%（目標２）



＜令和３年度の主な取り組み＞

次世代育成支援計画 職員又はの配偶者の出産等に伴う申出制度の導入
職員が性別や子どもの有無にかかわらず積極的に次世代育成に取り組んでいくため、子どもの出生予定や特別養子縁組等の開始予定について所属⾧に事前報告する制度を導入した。

女性活躍推進計画 女性職員のキャリア意識醸成イベント開催を計画(新型コロナウイルス感染症感染拡大により中止)

障がい者活躍推進計画 会計年度任用職員（障がい者対象）の新規採用

＜令和４年度の主な取り組み＞

次世代育成支援計画 職員座談会「育休経験者×育休予定者」の実施（全3回）
座談会実施内容と出産・育児に関する制度情報などを全庁発信

女性活躍推進計画 女性活躍推進セミナー（女性職員のキャリア意識醸成イベント）の実施（全2回）

障がい者活躍推進計画 会計年度任用職員（障がい者対象）の採用拡大、障がい者雇用受け入れ研修の実施 等

＜令和５年度の主な取り組み＞

次世代育成支援計画 座談会実施内容、休暇制度の紹介、男性職員の育休取得率等について全庁発信
次世代育成支援計画 目標３について、前倒しで目標を達成したこと及び政府目標が引き上げられたことを受け、目標を改定

女性活躍推進計画 女性活躍推進セミナー（女性職員のキャリア意識醸成イベント）の実施（全2回）

障がい者活躍推進計画 会計年度任用職員（障がい者対象）の採用拡大、採用活動の実施 等

＜令和６年度の主な取り組み＞

次世代育成支援計画 育児休業取得体験談や休暇制度の紹介等について全庁発信

女性活躍推進計画 テーマ別（生理・更年期・育児）の座談会を実施

障がい者活躍推進計画 会計年度任用職員（障がい者対象）の採用拡大、採用活動の実施、定着支援面談の実施 等

＜令和７年度の主な取り組み＞

次世代育成支援計画 育児休業取得体験談や休暇制度の紹介等について継続発信、職員又は職員の配偶者の出産等に伴う申出制度の拡充、育児休業支援手当金について発信

女性活躍推進計画 クロスメンター制度の試行実施（メンティ:女性管理職候補者4名、女性新任係⾧（部下のいる職場に配属された者）7名）

障がい者活躍推進計画 会計年度任用職員（障がい者対象）の採用拡大、採用活動の実施、定着支援面談の実施 等


